
岡山経研セミナーのご案内
ハイブリッド型セミナー オンライン受講会場受講

主催　中国銀行・岡山経済研究所

●セミナーのねらい
近年、社会保険制度や労働保険制度は数次にわたる
改正があり、ますます複雑化しております。人事労務
担当者の皆様はもちろん、経営者にとっても、複雑化
する人事労務管理は大変重要な問題です。
そこで、今回これら社会保険・労働保険の知識を整
理し、また最新の法律改正（適用拡大の動向、書式等
届出取扱い変更、給付金改正・保険料率改正の動向、
各種扶養の壁、マイナンバー関連による届出対応変
更、電子申請の動向、高齢者雇用にあたって最低限
知っておくべき年金制度の仕組みや改正動向、その他
労働関連法令改正による影響等）を盛り込み、さらに
理解を深めるためのセミナーを企画いたしました。
新任のご担当者の方はもちろん、ベテランの方も体系
的に学ぶチャンスですので、この機会にぜひご参加く
ださい。

一般財団法人　岡山経済研究所
TEL：086－234－6534　　E-mail： ori@mxa.mesh.ne.jp　　URL　http：//www.okayama-eri.or.jp/

〒700－0823 岡山市北区丸の内1丁目15－20お申込み
問合せ先

受講料のお支払い方法
開催日の約２週間前をめどに、請求書、振込用紙をお送りいたします。
開催日の前日までにお振込みください。
（会場受講をご希望の方には受講票を同封します。）

受講キャンセル
【会場受講の場合】　開催日の２営業日前の17時まで
【オンライン受講の場合】　開催日の４営業日前の17時まで
入金済みの受講料を全額ご返金致します。その後のキャンセルについては、ご入金の有無にかかわ
らず受講料を申し受けます。ご了承ください。なお、ご都合により代理出席は差し支えありません。
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STEP1
岡山経済研究所セミナーの
WEBサイトにアクセス

STEP2

セミナーお申込み
フォームに入力

STEP3

入力内容を
「確認」「回答」

STEP4

岡山経研セミナー 検索

会  場 開催の約２週間前に
 受講票が請求書と共に届く
オンライン 開催の約１週間前に
 ご案内メールをお送りします。
 ※資料は郵送

開催日時 2025年５月14日（水）9：30～16：30
ちゅうぎん岡山駅前ビル
４F 会議室

オンライン会議システム
Zoom

会　　場

20名 20名定　　員

受 講 料
※最小催行人数に満たない場合は開催を中止する場合がございます。

※テキスト代含む
維 持 会 員： 円（税込）
賛 助 会 員： 円（税込）
会員でない方： 円（税込）

16,500
24,750
49,500

●対象者
経営幹部、総務、人事担当者の皆さま

毎年好評！

社会保険・労働保険実務セミナー
講師

株式会社　フューチャータクティクス　
代表取締役　　社会保険労務士

園部 喜美春 氏
昭和43年生　群馬県出身、社会保険労務士（平成6年11月）、行政書士（平成
8年1月）、第1回特定社会保険労務士試験合格（平成18年10月）、社労士兼会
計事務所退職後、平成8年に開業。顧問先の指導とともに、研修会の講師として
熱心な指導で活躍中。現在、日本労務研究会発行「人事労務のＱ＆Ａ」の基礎
ワードコーナーを担当、連載中。

その       べ き み はる

※録音・録画はご遠慮願います。●セミナープログラム
 最近の改正と今後の見通し
①各種社会保険・労働保険の届出・取扱事項変
更や、保険料率・給付金の改正動向
②労働関連諸法令改正と各種扶養の壁の現状と
動向
③マイナンバー制度に関する届出変更への対応
④在職による減額の仕組みなどの公的年金改正
動向
⑤電子申請への本格的移行に関する動向
⑥パートの社会保険加入拡大の動向とその準備

 社会保険の仕組みをトータル的に
 マスターしよう
①4つの制度の仕組み（健康・厚生・労災・雇用）
②4つの制度の保険料（健康・厚生・労災・雇用）

 いろいろな場面における手続き
①被保険者や扶養になれる人、なれない人

②入社の際の手続き
③退職の際の手続き
④パートの加入要件

 労働保険における定例事務とは
①年度更新
②保険料の納付
③保険料率変更
④建設業一括適用の仕組み

 社会保険における定例事務とは
①標準報酬月額とは　
②毎年7月の算定基礎届
③昇・降給時や育休復帰時の届出
④賞与の届出
⑤給料・賞与からの保険料天引き
⑥その他の届出

 給付の諸手続き
①健康保険の給付内容と諸手続き
②人事担当者としての公的年金知識と関
連諸手続き
③労災保険の給付内容と諸手続き
④雇用保険の給付内容と諸手続き

 公的年金制度の概略
①人事担当者としての押さえどころ
②在職による年金停止額の基準額変更など

 出産・育児関連の変更と
 諸手続き
①育児休業法改正と関連諸手続き
②諸手続きの時期とそのポイント
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